








ために要した費用は委託者の負担とします。

（再委託の禁止）

第2 0条 会社は、委託者の要求または同意がなければ、他の卸売業者に再委託をする
ことはできないこととします。

（卸売の業務の代行）

第 2 1 条 会社が、卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合におい

ては、当該卸売業者に対し販売の委託申込みのあった物品について、開設者の

指示に基づいて他の卸売業者が当該卸売の業務を行うものとします。

2 委託引受けをする卸売業者がいないとき、または前項の卸売の業務を他の卸

売業者に行わせることが不適当と認めたときは、開設者が自ら卸売の業務を行

うものとします。

（卸売物品の引取り）

第2 2条 会社は、 買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったと認められるときは、
買受人の費用でその物品を保管し、または催告をしないで他の者に卸売をする

ことができるものとします。

2 会社は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において生じた差損金を
買受人に請求することとします。

（販売後の事故処理）

第2 3条 会社は、 受託物品を卸売し、 これを買受人に引き渡した後において、 買受人

から隠れた瑕疵があることまたは数量、品質に著しい差異があること等を理由

として、開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった
ときは、 その申出について 開設者が正当な理由があると認めた物品について、

それに相当する減額をします。また、全く商品価値がないと 開設者が判断した

物品については、 委託者と買受人の間における必要な調整を行い、廃棄処分と

することができるものとします。
2 前項の場合、会社は、開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知する

ものとします。

（委託手数料）

第24条 会社が委託者から収受する委託手数料は、切花類、鉢物類ともに卸売金額（消
費税および地方消費税を含む金額とします。 以下同じ。）に 1 0 0 分の 9. 5

を乗じた金額とし、卸売金額より控除するものとします。ただし、委託手数料

計算により生じる円未満の端数は四捨五入します。

（委託者の費用負担）

第2 5条 受託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額

および地方消費税額を含めて原則委託者の負担とします。

(1)通信費 （当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用）
(2)運送料（会社の当該物品の卸売場または会社が指定する場所までの運搬

費および荷卸しに要する費用）

(3)売買仕切金等の送金料

(4)保管料（受託物品を冷蔵その他の方法により保管したため特に経費を要



したときは、 その費用）
(5)調整費（容器、 手入れ加工その他の調整につき特に経費を要したときは、

その費用）
(6)その他会社が立て替えた費用

2 委託手数料及び 前項各号の費用は、 受託物品の卸売金額から控除するもの
とします。

（売買仕切書の送付）
第 2 6 条 会社は、 受託物品の卸売をしたときは、 その卸売をした日の翌日までに、

当該卸売をした物品の品目、等級、価格（消費税および地方消費税を含まない
価格とします。 以下同じ。）、数量および価格と数量の積の合計額、 当該合計額
ならびに消費税および地方消費税に相当する額、前条第2項の規定により控除
すべき委託手数料および費用の金額ならびに差引仕切金額（以下「売買仕切金」
という。）を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。 ただし、
事前に特約を交わしている場合はこの限りではないものとします。

（売買仕切金の支払）
第2 7条 会社は、売買仕切金の支払いについては、受託物品の販売をした日の翌日ま

でに行うこととします。 ただし、 事前に特約を交わしている場合は、 その限り
でないものとします。

（仕切金の精算）
第28条 委託者は、受託物品の卸売金額が第25条の規定により控除すべき金

額の合計額に満たないときは、委託者はその不足金を会社に対し速やかに精算 
するものとします。 ただし、 委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次
回の受託物品の売買仕切書に合算して、これを精算することができるものとし 
ます。

（帳簿の閲覧）
第 2 9 条 会社は、 委託者から請求があったときは、 特別の事情がある場合を除いて、

営業時間中、いつでも販売の受託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿および書
類の閲覧の求めに応じ、 かつ、 質問に回答します。

（臨時開市等の通知）
第3 0条 会社は、臨時の開市日および休業日その他委託者に重要な関係を有する事項

については、 速やかに委託者に通知するものとします。

（管轄裁判所）

第 3 1 条 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所は仙台市

に所在する裁判所とします。

（約款の変更）

第3 2条 会社がこの約款の全部または一部を変更するときは、 業務条例第47条に基




